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無 線 網 概 要

消防防災無線 ・国（消防庁）と都道府県を結ぶ通信網

・地上系：国土交通省の無線設備と設備共用し、全都道府県で運用中

・衛星系：地域衛星通信ネットワークにより全都道府県で運用中

・電話及びファクシミリによる相互通信

・消防庁からの一斉伝達が可能

都道府県

防災行政無線

・都道府県と県内出先機関、市町村、消防本部、指定地方行政機関、指定地方公共機関等を結ぶ無線網

・地上系、衛星系又は両方式で全都道府県で運用中

・電話及びファクシミリによる相互通信

・県から関係防災機関への一斉伝達が可能

・車両等の車載型無線機、可搬型無線機等との移動通信も可能

市町村

防災行政無線

【同報系無線（住民連絡用）】 平成２２年３月３１日現在の整備率は７６．１％

・市町村庁舎（災害対策本部）の親局から子局への一斉通報に活用

・子局には、屋外拡声方式と戸ごとに受信機を設置する戸別受信機方式がある

【移動系無線】 平成２２年３月３１日現在の整備率は８２．３％

・市町村庁舎と公用車等の移動局との相互連絡に活用

消防救急無線 ・消防本部、消防署等に基地局を設置し、消防ポンプ自動車、救急自動車等に積載した移動局との間で情報の収集・
伝達、指揮・連絡等を行うための無線網

地域衛星通信
ネットワーク

・通信衛星を利用して、消防庁、都道府県、市町村及び防災関係機関相互を結ぶ通信網。今年度中に全都道府県で
運用開始予定

・通常の音声通信のほか、一斉指令、データ通信、映像伝送等の機能を有する

・消防防災無線及び都道府県防災行政無線等の補完機能として位置付け

・車載局、可搬局を活用して災害発生時の機動的な連絡体制を整備

・消防庁では消防庁地球局、消防研究所局、消防大学校局及び可搬型衛星地球局を整備

ヘリコプターテレビ

伝送シ ス テ ム(ﾍﾘﾃﾚ)

・大規模災害発生時等に、ヘリコプターに搭載されたテレビカメラからの映像情報を地上に伝送した後、
地域衛星通信ネットワークにより、国、都道府県、消防本部等へ伝送するシステム

・平成２２年３月３１日現在、２６都道府県で運用中 （政令市消防による運用を含む。）
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消防庁

都道府県庁
／消防本部
／市町村

個別通信・一斉指令

パケット型データ伝送を利用して、防
災機関との情報の送受信を行う。

画像伝送（デジタル、準動画）

ヘリコプターテレビや高所監視カメラ
等の様々な映像情報を配信する。

データ伝送（最大２Ｍｂｐｓ）

衛星回線を利用した電話／ＦＡＸ，都
道府県と消防本部への音声／ＦＡＸに
よる一斉指令。

通信衛星
平成３年１２月運用開始
衛星：スーパーバードＢ２
平成２１年４月現在の加入数

４７全都道府県
４，３９３地球局
７，３５５チャンネル
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衛星通信ネットワークの概要
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ヘリコプターテレビ伝送システム（ヘリテレ）の概要

ヘリコプターに設置したカメラにより上空で撮影した映像を
無線により伝達し、地上で見ることを可能にする「ヘリコプ
ターテレビ伝送システム（通称：ヘリテレ）」

被災地

通信衛星

ヘリコプター被災地の映像を視聴

地上アンテナ設備

防災関係機関
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